
折り込み紙

子ども･子育て
支援新制度

利用手続きの流れ利用手続きの流れ
平成27年４月から入園・入所を希望
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市から利用施設・事
業の決定通知が送付

幼稚園・認定こど
も園を通じて市か
ら認定証が交付

秋ごろ　
幼稚園・認定こど
も園を経由し市へ
認定申請書を提出

11月ごろ　
市へ認定申請書を提
出

市から認定証が交付

幼稚園（新制度）
認定こども園

３～５歳児

１号認定

制限なし 制限なし

０～5歳児

２号認定、３号認定

共働き世帯など、
家庭で保育できない
保護者

共働き世帯など、
家庭で保育できない
保護者

３～５歳児３～５歳児

１号認定ー

制限なし

０～5歳児

２号認定、３号認定

保育所
認定こども園

幼稚園（新制度）
認定こども園

保育所
認定こども園

幼稚園
（現行制度）

幼稚園・認定こども
園から入園の内定
(定員超過などがあ
れば面接等の選考)

幼稚園・認定こども
園を経由して市へ認
定申請書を提出

幼稚園・認定こども
園を通じて市から認
定証が交付

現在、通園（所）中で引き続き通園（所）希望

利用料(保育料)利用料(保育料)
　新制度に係る利用料(保育料)は、国が決める水準を上限として、保護者の
所得に応じて負担を市町村が設定します。津市の保育料の額については、
今後検討して、順次お知らせします。

11月ごろ　
幼稚園・認定こども
園へ直接申し込む

11月ごろ　
市へ認定申請書を提
出(入園・入所申込
書も兼ねる)

市から認定証が交付

市から利用施設・事
業の決定通知が送付

直
接
幼
稚
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に
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込
み

入園・入所 引き続き通園・通所


